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 養老町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」と

いう。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号。以

下「法」という。）第 19条に基づき、平成 28年 4月から 5年間の計画を策定し、職員が仕

事と子育てを両立できるよう様々な取組を進めてきた。これまで目指してきた女性職員の

活躍をさらに推進するとともに、すべての職員のワークライフバランスを実現するため、

引き続き本計画を策定したものである。 

 

１．計画期間  

 本計画の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月 31日までの５年間とする。 

 

２．女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等  

 本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、本計画に基づく取組の

実施状況・数値目標の達成状況等について把握を行い、必要に応じ見直しを行うこととす

る。 

 

３．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標  

 法第 19条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事

業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成 27年内閣府令第 61号）第２条に基づき、そ

れぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情につい

て分析を行った結果、引き続き、次のとおり目標を設定する。 

 

４．取組内容  

（１）育児休業等を取得しやすい環境の整備 

 女性職員が、仕事と育児の両立を図りながら、個人が持てる能力を職場で十分に発揮で

きるよう職場の環境づくりを行う。また、男性職員が、一定期間育児のための休暇を取得



することは、本人が今後も長く続く子育てに能動的に関わる契機となるだけでなく、組織

経営上も多様な人材をいかすマネジメント力を向上させることにつながるため、特に取り

組むべき課題のひとつである。 

 

  ① 妊娠中や子育て中の職員が、安心して職務に専念できるよう、必要に応じて事務

分担を見直す。 

  ② 配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇に該当する男性職員を把握し、取得に

ついて周知するとともに、円滑に取得できるように職場環境を整える。 

  ③ 男性職員の育児休業取得の促進に向けて、管理職を対象にした意識改革を図る。 

 

【数値目標】 

 

 令和２年度(%) 令和７年度(%) 

女性職員の育児休業取得率 １００．０ １００．０ 

男性職員の育児休業取得率 １４．３ ３０．０ 

男性職員の配偶者出産休暇取得率 ４２．９ ８０．０ 

男性職員の育児参加のための休暇取得率 １４．３ ５０．０ 

 

 

（２）超過勤務時間の縮減対策 

 長時間労働は、男性・女性を問わず仕事と家庭の両立を図るうえで過大な影響を及ぼす

ことから、超過勤務時間の短縮に努める。 

 

 ① 毎週水曜日の「ノー残業デー」を引き続き実施し、一定時退庁の徹底を図る。 

 ② 所属長は、職員の時間外勤務の状況を常に把握し、産業医等と連携して適切な指導

を行いながら、職員の心身の健康保持に努める。 

 ③ 職員の業務量の均衡を図り、必要に応じ人員配置や事務分担の見直しを行う。 

 

【数値目標】 

 

 令和２年度 令和７年度 

常勤職員の平均超過勤務時間（１か月） ９．４時間 ９．０時間 

 

 

 



（３）休暇の取得の促進 

 休暇の適切な取得は、健康保持や職務の能率向上、家庭生活の充実の面からも有用であ

ることから、職員の年次有給休暇の取得を促進する。 

 

 ① 所属長は、職員の年次有給休暇の取得状況を把握し、休暇を取得しやすい職場の環

境づくりに努める。 

 ② 土・日曜日などと組み合わせた年次有給休暇の取得の促進を図り、職員が心身とも

に健康を維持できるよう配慮する。 

 

【数値目標】 

 

 令和２年 令和７年 

年次有給休暇の平均取得日数 ９．４日 １２．０日 

取得日数の 5日未満の職員割合 １０．３％ ０．０％ 

 

 

（４）女性職員の活躍の推進 

 女性職員は、その個性と能力を十分に発揮し男性職員と共に活躍することを期待されて

おり、女性職員が責任ある立場で業務に関与できるような能力向上や、意識啓発を促進す

る。 

 

 ① 幹部職員への積極的な登用を図るため、研修の機会を設けるなど、女性リーダーの

キャリアアップを支援する。 

 ② 意欲や能力のある優秀な人材を登用できるよう、男女を問わず、職員一人一人のワ

ークライフバランスを反映した管理職制度のあり方を検討する。 

 

【数値目標】 

  

 女性管理職職員の登用率 

一般事務職 令和２年度(%) 令和７年度(%) 

課長級以上 １２．５ １５．０ 

 


